
病院局の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた郵便入札の取り扱いについて 

 

 

この取り扱いは、宇和島市病院事業等契約規程第８条第１項の規定により、入札の公告で入札方法

を書留郵便に指定した場合の取扱いについてまとめたものです。 

 

１．入札（指名）の通知 

入札（指名）通知の受け渡しは FAX で行います。 

 

２．資料の閲覧 

原則としてホームページに掲載しますが、ホームページ非公開とするものについては希望者に郵

送し、持出不可の場合に限り各担当部署窓口での閲覧とします。 

 

３．入札書の提出 

入札方法を書留郵便に指定した場合、書留郵便（一般書留郵便または簡易書留郵便に限る。）以外

で行った入札は無効とします。 

 

４．入札の辞退 

郵送した入札書等の書換え、引換え又は撤回はできません。ただし、開札日前に入札辞退届をＦ

ＡＸで送信し、正本を速やかに郵送した場合は当該入札を辞退することができます。なお、入札辞

退届の撤回はできません。 

 

５．開札 

入札参加者の立会いは不要とします。地方自治法施行令第 167 条の 8 の規定により、当該入札事

務に関係のない職員による立会いの上で開札します。 

 

６．再入札 

予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札が無かった場合は、入札参加者全員に再入札を通知

します。 

 

７．くじによる落札者の決定 

落札となるべき同額の入札をした者が２者以上あるときは、次の手順によるくじ引きを行い、落

札者を決定します。 

① 同額入札があった場合、書留のお問合せ番号 11 桁の下４桁の小さいものから順に、０から始ま

る抽選番号を付与します。下４桁が同じ数字の場合、次の下５桁目の数字が小さいものから順に、

以降同様に抽選番号を付与します。 

② 同額入札をした者のくじ番号（※）の合計を、同額入札をした者の人数で除して余りを算出し

ます。 

③ 上記①の抽選番号と②の余りが一致した者を落札（候補）者とします。 

 

※くじ番号は、入札書の枠外の欄に「任意の３桁のアラビア数字を記入してください。

記入が無い場合や判別が不能な場合は、書留のお問合せ番号 11 桁の下３桁をくじ番

号とみなします。 

  



くじの実施例（入札参加者４者が同額入札の場合） 
 
(1) 「抽選番号」を付与 

業者名 お問い合わせ番号 下４桁 下５桁目 抽選番号 

Ａ社 123-45-67890-1 8901 － 1 

Ｂ社 234-56-78901-2 9012 8 3 

Ｃ社 345-67-80901-2 9012 0 2 

Ｄ社 456-78-90123-4 1234 － 0 

 
(2) くじ番号の和を求め、同額入札者数で除し、余りを算出 

業者名 くじ番号  

Ａ社 083 083＋934＋271＋007＝1295 

Ｂ社 934  

Ｃ社 271 1295÷4者＝323（余り･･3） 

Ｄ社 007  

 
(3) 落札（候補）者当の決定 

業者名 抽選番号 右記以外の場合 

Ａ社 1  

Ｂ社 3 落札（候補）者 

Ｃ社 2  

Ｄ社 0  

封筒記載例 

 


